
議   第   ６６   号   

令和 元 年 ９ 月 ３ 日提出   

 

   熊本市都市公園条例の一部改正について 

 

 熊本市都市公園条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市都市公園条例（昭和５２年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１１条中「熊本市営熊本城宮内駐車場」の次に「、熊本市営熊本城桜の馬場バス

駐車場」を加え、同条の表中 

「熊本市営熊本城宮内駐車場」を 
「熊本市営熊本城宮内駐車場 

に改める。 
 熊本市営熊本城桜の馬場バス駐車場」 

 別表第３バーベキュー等火気を使用するものの項中「１回につき」を「１区画１回

につき」に、「８００円」を「１，０００円」に改める。 

 別表第５坪井川緑地運動施設の項使用料の欄１多目的運動広場（サッカー、ラグ 

ビー、陸上競技等のための施設）(1)専用使用料の表中「７００円」を「８７０円」

に、「フィールド面」を「球技エリア面」に、「３５０円」を「４４０円」に改め、

同表に次のように加える。 

陸上競技面 1時間につき 430円 

 別表第５坪井川緑地運動施設の項使用料の欄１多目的運動広場（サッカー、ラグ 

ビー、陸上競技等のための施設）(2)個人使用料の表を次のように改める。 

 (2) 個人使用料 

単位 高校生以下 一般 

１人１回につき 70円 130円 

 別表第５坪井川緑地運動施設の項使用料の欄２野球場の表中「５００円」を  
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「６２０円」に、「２５０円」を「３１０円」に改め、同欄３テニスコートの表（備

考以外の部分に限る。）を次のように改める。 

３ テニスコート 

単位 高校生以下 一般 

１面１時間につき 380円 750円 

 別表第５坪井川緑地運動施設の項使用料の欄４電灯使用料の表（備考以外の部分に

限る。）を次のように改める。 

４ 電灯使用料 

区分 単位 使用料 

多目的運動広場 １時間につき 1,860円 

野球場 １時間につき 1,370円 

ソフトボール場（Ａ） １時間につき 1,370円 

ソフトボール場（Ｂ） １時間につき 1,120円 

テニスコート １面１時間につき 1,120円 

 別表第５庄口地区運動施設の項使用料の欄１運動広場使用料の表中「２５０円」を

「３１０円」に改め、同欄２テニスコートの表（備考以外の部分に限る。）を次のよ

うに改める。 

２ テニスコート 

単位 高校生以下 一般 

１面１時間につき 220円 440円 

 別表第５弓道場の項使用料の欄１専用使用料の表中「３，５００円」を   

「４，３４０円」に、「４，５００円」を「５，５８０円」に、「２，５００円」を

「３，１００円」に、「１０，５００円」を「１３，０２０円」に改め、同表備考第

１項中「１，０００円」を「、各時間区分の１時間相当額」に改め、同欄２個人使用

料の表中「１００円」を「１３０円」に、「２００円」を「２５０円」に、  

「１，０００円」を「１，３００円」に、「２，０００円」を「２，５００円」に改

め、別表第５野球場運動場の項使用料の欄１施設使用料の表中「５００円」を  

「６２０円」に、「２５０円」を「３１０円」に、「１，０００円」を「１，２４０

円」に改め、同欄２照明使用料の表中「１，８００円」を「２，２４０円」に、 
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「９００円」を「１，１２０円」に改め、別表第５水前寺野球場の項使用料の欄１施

設使用料(1)使用者が入場料等を徴収しない場合の表中「８００円」を「１，０００

円」に改め、同欄２附属設備使用料の表中「１，６００円」を「１，９９０円」に改

め、別表第５水前寺競技場の項使用料の欄１専用使用料(1)使用者が入場料等を徴収

しない場合の表中「３，０００円」を「３，７２０円」に、「９，０００円」を 

「１１，１６０円」に、「６，０００円」を「７，４４０円」に、「１８，０００円」

を「２２，３２０円」に、「２７，０００円」を「３３，４８０円」に、    

「２４，０００円」を「２９，７６０円」に、「７２，０００円」を「８９，２８０

円」に改め、同表備考第１項中「アマチュアスポーツで使用するとき１，５００円、

アマチュアスポーツ以外で使用するとき４，５００円をそれぞれ」を「各時間区分の

１時間相当額を」に改め、同欄１専用使用料(3)附属設備使用料の表夜間照明施設の

項中「３，０００円」を「３，７２０円」に、「１，５００円」を「１，８６０円」

に改め、同欄２個人使用料の表中「５０円」を「７０円」に、「１００円」を  

「１３０円」に、「５００円」を「７００円」に、「１，０００円」を「１，３００

円」に改め、別表第５テニスコートの項使用料の欄１施設使用料の表中「１７０円」

を「２２０円」に、「３５０円」を「４４０円」に改め、同欄２照明使用料の表中

「３５０円」を「４４０円」に改め、別表第５テニスコート・フットサルコートの項

使用料の欄１施設使用料の表中「３００円」を「３８０円」に、「６００円」を 

「７５０円」に、「１，２００円」を「１，５００円」に改め、同欄２照明使用料の

表中「３５０円」を「４４０円」に、「７００円」を「８７０円」に改め、別表第５

田迎公園運動施設の項使用料の欄１専用使用料(1)施設使用料の表中体育室の項中

「４，２００円」を「５，２２０円」に、「５，６００円」を「６，９６０円」に、

「１８，２００円」を「２２，６２０円」に改め、同表小体育室の項中「９００円」

を「１，１４０円」に、「１，２００円」を「１，５２０円」に、「３，９００円」

を「４，９４０円」に改め、同表室内温水プールの部中「７，５００円」を  

「９，３００円」に、「１０，０００円」を「１２，４００円」に、「３２，５００

円」を「４０，３００円」に、「９，３００円」を「１１，５５０円」に、   

「１２，４００円」を「１５，４００円」に、「４０，３００円」を「５０，０５０

円」に改め、同表運動広場の項中「５００円」を「６２０円」に、「２５０円」を

「３１０円」に改め、同表武道場の項中「９００円」を「１，１４０円」に、 
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「１，２００円」を「１，５２０円」に、「３，９００円」を「４，９４０円」に改

め、同欄１専用使用料(2)照明使用料の表中「７００円」を「８７０円」に、  

「３５０円」を「４４０円」に、「２００円」を「２５０円」に、「５００円」を

「６２０円」に、「５０円」を「７０円」に、「１，８００円」を「２，２４０円」

に、「９００円」を「１，１２０円」に、「１００円」を「１３０円」に改め、同欄

２一部使用料の表中「６３０円」を「７９０円」に、「１，２６０円」を   

「１，５７０円」に、「４６０円」を「５７０円」に、「９２０円」を「１，１４０

円」に、「２３０円」を「２９０円」に、「１１０円」を「１４０円」に、「２２０

円」を「２８０円」に、「１３０円」を「１７０円」に、「２６０円」を「３３０

円」に、「１，３００円」を「１，７００円」に、「２，６００円」を「３，３００

円」に、「１８０円」を「２３０円」に、「３６０円」を「４５０円」に、  

「１，８００円」を「２，３００円」に、「３，６００円」を「４，５００円」に、

「３００円」を「３８０円」に、「６００円」を「７５０円」に、「３５０円」を

「４４０円」に、「１００円」を「１３０円」に、「２００円」を「２５０円」に、

「１，０００円」を「１，３００円」に、「２，０００円」を「２，５００円」に改

め、別表第５桜の馬場観光交流施設の項使用料の欄２多目的交流施設の表中  

「５，３００円」を「７，９００円」に、「７，０００円」を「１０，５００円」

に、「８，６００円」を「１２，９００円」に改め、別表第５植木中央公園運動施設

の項使用料の欄１専用使用料(1)施設使用料の表体育室の項中「６，６００円」を

「５，２２０円」に、「８，８００円」を「６，９６０円」に、「２８，６００円」

を「２２，６２０円」に改め、同表多目的室の項中「３，６００円」を「４，５００

円」に、「４，８００円」を「６，０００円」に、「１５，６００円」を    

「１６，５００円」に、「１，２００円」を「１，５００円」に、「１，６００円」

を「２，０００円」に、「５，２００円」を「６，５００円」に改め、同表運動広場

の項中「８４０円」を「６２０円」に改め、同欄１専用使用料(2)照明使用料の表中

「３，４００円」を「８７０円」に、「１，７００円」を「４４０円」に改め、同欄

２一部使用料の表中「６３０円」を「７９０円」に、「１，２６０円」を   

「１，５７０円」に、「４６０円」を「５７０円」に、「９２０円」を「１，１４０

円」に、「２３０円」を「２９０円」に、「１１０円」を「１４０円」に、「２２０

円」を「２８０円」に、「３００円」を「３６０円」に、「６００円」を「７５０

- 68 -



円」に、「３５０円」を「４４０円」に改める。 

 

   附 則 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施

行する。 

 (1) 第１１条の改正規定及び次項の規定 公布の日 

 (2) 前号に掲げる規定以外の規定 令和２年４月１日 

２ この条例の公布の日以後においては、令和２年４月１日前においても、同日以後

の都市公園の使用について、この条例による改正後の熊本市都市公園条例の規定に

より使用料を徴収するものとする。 

 

 （提出理由） 

  熊本城公園に有料公園施設として熊本市営熊本城桜の馬場バス駐車場を追加する

とともに、最近の社会経済情勢の変化に伴う使用料の改定等をするため、所要の改

正を行う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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